
令和２年５月８日

保護者の皆様へ

南相馬市立石神第二小学校長 林 典行

一斉臨時休業に伴う分散登校について

本校の教育活動に対しましては、常日頃より深いご理解をお寄せいただき、厚く御礼

申し上げます。

さて、新型コロナウイルス（COVID-19）による感染拡大防止のための緊急事態宣言が

延長され、それに伴う一斉臨時休業の間、本校では、児童の健康観察及び学習状況の把

握のため、別添の日程で、分散登校を行ってまいります。ご理解とご協力のほど、よろ

しくお願いします。

記

１ 分散登校の目的

○ 児童の健康状態の確認、心のケア及び生活状況の確認、さらに、学習状況の把握、

及び、課題の配布等のため

２ 分散登校について

(1) 登校日を設定し、生徒の心のケアや学習や生活の状況確認、感染予防の指導等を

行います。

(2) 学年ごと週１回の分散登校とします。（登校日については別添「臨時休校中の登校

日」に記載されていますのでご確認ください。）

(3) 該当学年は、午前８時までに登校してください。下校時刻は、以下の通りです。

① １年生１４：３０

② ２～６年生１４：４５

※石神児童クラブ、仲町児童センターもこの時刻に合わせて実施いたします。

(4) 家庭学習で使った課題の確認や、新たな課題の配布・提示を行うとともに、本年

度の各教科の授業を進めていきます。

(5) 分散登校は、原則として強制ではありませんが、登校しない場合は、朝８時まで

に学校までご連絡ください。

(6) 昼食は、給食を準備します。

(7) ３つの条件（密閉空間、人の密集、近距離での会話）を避ける等の配慮を徹底し

てまいります。

(8) ５月１５日（金）までの予定を示しましたが、臨時休業期間の変更等により予定

が変わることがありますので、ご了承ください。

(9) ５月１８日(月)以降の対応については、決まり次第お知らせします。

(10) 時間割、持参物については後ほど、各学年毎にメールでお知らせします。

３ 分散登校におけるお願い

(1) 発熱など、風邪の症状がある場合には無理をさせず、登校を控えさせてください。

(2) 朝、登校前に、家庭で、必ず検温をし、家庭健康管理表に記入してください。

(3) 感染予防のため、全員、マスクの着用をお願いします。なお、マスクの色・柄

は問いません。

(4) 特に事情があり、家庭で過ごせない生徒は、平日８時から最大１４時４５分まで、

学校を開設して受け入れます。５月１２日（火）より、給食も提供します。

なお、１２日（火）の下校時刻は、１年生１３：３０、２～６年生１４：４５です。

※石神児童クラブ、仲町児童センターもこの時刻に合わせて実施いたします。

（担当：教頭 電話２２－２７２４）



＜別添＞

臨時休業中の登校日

石神第二小学校

日にち・曜日 登校学年・学級 備 考

５月１３日（水） ３の１（出席番号１～１１番） ○１～４年生は出席番号

３の２（出席番号１～１０番） で前半・後半に分ける。

４の１（出席番号１～１１番） ○５，６年生は各学級ご

４の２（出席番号１～１０番） とに登校し、学級を４つ

５の１全員 に分け、各教室で学習す

６の２全員 る。

わかたけ学級５年生

ひばり学級６年生

５月１４日（木） １の１（出席番号１～１４番）

１の２（出席番号１～１３番)

２の１（出席番号１～１１番）

２の２（出席番号１～１１番）

３の１（出席番号１２～２１番）

３の２（出席番号１１～２０番）

５の２全員

わかたけ学級２年生

ひばり学級３年生

５月１５日（金） １の１（出席番号１５～２９番）

１の２（出席番号１４～２６番）

２の１（出席番号１２～２２番）

２の２（出席番号１２～２２番）

４の１（出席番号１２～２２番）

４の２（出席番号１１～２０番）

６の１全員

ひばり学級１年生

わかたけ学級４年生

わかたけ学級６年生

※ ご不明な点がございましたら、学校までお問い合わせください。


